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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に設けられたガイドレールの内側の遊技領域に、画像表示装置と、開閉式の羽根
部材が付設され、遊技球が入球すると賞球を払い出すとともに遊技者にとって有利な遊技
状態にするか否かを抽選するための乱数を抽出するよう設定された始動口と、
　遊技球が通過すると上記始動口の上記羽根部材を開放させるか否かの抽選をするための
乱数を抽出するよう設定された作動ゲートと、
　通常の遊技状態では入球が不可能であり、遊技者にとって有利な上記遊技状態で入球が
可能となる大入賞口とを備えた弾球遊技機において、
　上記遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通過可能な球通路を形成
し、上記球通路を、上記遊技領域に設けられた上記画像表示装置の外周を囲む装飾ケース
と上記ガイドレールとの間、または上記装飾ケースに形成し、上記遊技領域の左隅上部の
発射口から強く発射された遊技球が進入し易いように構成し、
さらに、上記装飾ケースに、上記遊技領域の中心よりも左側から上記球通路へ連通する接
続通路を設け、
　上記球通路内あるいは上記球通路の流下先に、上記作動ゲートまたは上記大入賞口を配
置したことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　遊技盤に設けられたガイドレールの内側の遊技領域に、画像表示装置と、開閉式の羽根
部材が付設され、遊技球が入球すると賞球を払い出すとともに遊技者にとって有利な遊技
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状態にするか否かを抽選するための乱数を抽出するよう設定された始動口と、
　遊技球が通過すると上記始動口の上記羽根部材を開放させるか否かの抽選をするための
乱数を抽出するよう設定された作動ゲートと、
　通常の遊技状態では入球が不可能であり、遊技者にとって有利な上記遊技状態で入球が
可能となる大入賞口とを備えた弾球遊技機において、
　上記遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通過可能な球通路を形成
し、上記球通路を、上記右隅の領域の上記ガイドレール沿いに設け、上記遊技領域の左隅
上部の発射口から強く発射された遊技球が進入し易いように構成し、
　上記球通路内あるいは上記球通路の流下先には、流下する遊技球を受け、遊技球を上記
作動ゲートまたは上記大入賞口側の流下方向と、上記作動ゲートまたは上記大入賞口の反
対側の流下方向とに振り分ける振分部材を設け、
　さらに、上記装飾ケースに、上記遊技領域の中心よりも左側から上記球通路へ連通する
接続通路を設けたことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項３】
　遊技盤に設けられたガイドレールの内側の遊技領域に、画像表示装置と、開閉式の羽根
部材が付設され、遊技球が入球すると賞球を払い出すとともに遊技者にとって有利な遊技
状態にするか否かを抽選するための乱数を抽出するよう設定された始動口と、
　遊技球が通過すると上記始動口の上記羽根部材を開放させるか否かの抽選をするための
乱数を抽出するよう設定された作動ゲートと、
　通常の遊技状態では入球が不可能であり、遊技者にとって有利な上記遊技状態で入球が
可能となる大入賞口とを備えた弾球遊技機において、
　上記遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通過可能な球通路を形成
し、上記球通路を、上記遊技領域に設けられた上記画像表示装置の外周を囲む装飾ケース
と上記ガイドレールとの間、または上記装飾ケースに形成し、上記遊技領域の左隅上部の
発射口から強く発射された遊技球が進入し易いように構成し、
　上記球通路内あるいは上記球通路の流下先には、流下する遊技球を受け、遊技球を上記
作動ゲートまたは上記大入賞口側の流下方向と、上記作動ゲートまたは上記大入賞口の反
対側の流下方向とに振り分ける振分部材を設け、
　さらに、上記装飾ケースに、上記遊技領域の中心よりも左側から上記球通路へ連通する
接続通路を設けたことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項４】
　上記請求項１ないし３のいずれかに記載の弾球遊技機において、
　上記装飾ケースを、上記画像表示装置の外周を囲むケース本体部と、該ケース本体部に
隣接して配置される装飾部とからなる分割構造とし、
　上記装飾部の単体形状を、他の機種の装飾部として共用しない非共用形状とし、
　上記ケース本体部の単体形状を、他の機種のケース本体部として共用する共用形状に構
成し、上記装飾部により少なくとも上記球通路の一部および上記接続通路を形成したこと
を特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は弾球遊技機、特に大型の画像表示装置を備えた遊技盤の遊技領域を有効に活用
できる弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弾球遊技機たるパチンコ機には、遊技領域のほぼ中央に、画像を変動表示せしめ
る画像表示装置を備え、遊技球が所定の始動口に入球すると、複数の図柄を変動表示し、
表示された図柄が予め設定された図柄であれば大当りとなって多数の賞球の獲得可能な特
別遊技に移行するものがある。この種のパチンコ機では、上記画像表示装置の画面にキャ
ラクタ等を表示し、大当りとなりそうなリーチ予告や大当り予告を演出して遊技者の期待
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感を高めるようにしている。最近では、他の遊技機との差別化をはかるために、上記予告
演出等の表示内容を複雑で多様にし、かつ遊技者にインパクトを与えるために画像表示装
置を大型化している。
【０００３】
　ところで、画像表示装置を大きくすると、遊技領域内での画像表示装置の占める割合が
大きく、その分、遊技球の流下領域が減少して遊技球の動きが制約され、特に遊技領域の
右側領域へ遊技球が流下せずに、躍動感のある遊技球の動きを楽しむといったパチンコ機
本来の趣向が半減するといった不具合が生じる。
【０００４】
　そこで、下記特許文献１，２，３に記載されたように、遊技領域の右側の領域に装飾部
材を設置して、装飾部材に遊技球が通過可能の球通路を形成したり、または装飾部材と遊
技領域を囲むガイドレールとで球通路を形成して、遊技領域の右側の領域へ遊技球を流下
させて遊技領域を有効に活用することが提案されている。
【特許文献１】特開２００２－８３１号公報
【特許文献２】特開２００４－１４７９４７号公報
【特許文献３】特開平１１－４９３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、単に遊技領域の右側に球通路を設けただけでは、結果的に遊技球が上記
球通路を通る場合があるかもしれないが、上記球通路を通過することでの遊技内容の変化
がないため、遊技者の関心がなく、本当に遊技領域を有効に活用できるとはいえない。
【０００６】
　またパチンコ機では、遊技場による遊技釘の調整によって遊技球が各入球口やゲート等
に入球する入球率の調整が行われているが、なかには不当な釘調整が行われたものがある
。例えば始動口には入球し易いように調整してあるが、遊技者にとって有利な遊技状態（
大当り）となると開く大入賞口へはほとんど入球しないように調整されたものがある。こ
の場合、遊技者は、通常遊技中には始動口によく入球するので遊技を継続するのだが、大
当りとなっても大入賞口にほとんど入球せずにあまり賞球が獲得できない。また開閉機構
を有する電動役物の始動口を開く作動ゲートへの入球がし難いように調整されたものがあ
り、これでは始動口の開放時間が長くなる高確率状態や時間短縮状態になったにも係わら
ず、上記作動ゲートに入球せずに始動口が開かずせっかく獲得した遊技球を減らしてしま
い、遊技者のやる気や期待感を阻害する。
【０００７】
　従来のパチンコ機では、画像表示装置の大型化に伴い画像表示装置を囲むセンターケー
スを大型化しなければならないうえ、上記球通路を構成する上記装飾部材を追加すること
により構成部品が増加する。更にパチンコ機は、遊技者を飽きさせないように頻繁に種類
の異なる機台への新台入替え（遊技盤の入替え）が行われ、機台ごとに装飾部品が作り変
えられ、機台ごとの装飾部品用の成形金型が変わるので生産コストがかかってパチンコ機
の値段が高くなり、遊技場側の経済的な負担が大きくなる。
【０００８】
　そこで本発明は、画像表示装置が大型化しても躍動感のある遊技球の動きが制約されず
に弾球遊技機の本来の趣向を楽しむことができ、不当な釘調整を予防し、かつ生産コスト
を低減でき、遊技者のやる気や期待感を向上させる興趣の豊かな弾球遊技機を提供するこ
とを課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は遊技盤に設けられたガイドレールの内側の遊技領域に、画像表示装置と、開閉
式の羽根部材が付設され、遊技球が入球すると賞球を払い出すとともに遊技者にとって有
利な遊技状態にするか否かを抽選するための乱数を抽出するよう設定された始動口と、遊
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技球が通過すると上記始動口の上記羽根部材を開放させるか否かの抽選をするための乱数
を抽出するよう設定された作動ゲートと、通常の遊技状態では入球が不可能であり、遊技
者にとって有利な上記遊技状態で入球が可能となる大入賞口とを備えた弾球遊技機におい
て、上記遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通過可能な球通路を形
成し、上記球通路を、上記遊技領域に設けられた上記画像表示装置の外周を囲む装飾ケー
スと上記ガイドレールとの間、または上記装飾ケースに形成し、上記遊技領域の左隅上部
の発射口から強く発射された遊技球が進入し易いように構成し、さらに上記装飾ケースに
、上記遊技領域の中央よりも左側から上記球通路へ連通する接続通路を設け、上記球通路
内あるいは上記球通路の流下先に、上記作動ゲートまたは上記大入賞口を配置せしめる（
請求項１）。
【００１０】
　遊技盤に設けられたガイドレールの内側の遊技領域に、画像表示装置と、開閉式の羽根
部材が付設され、遊技球が入球すると賞球を払い出すとともに遊技者にとって有利な遊技
状態にするか否かを抽選するための乱数を抽出するよう設定された始動口と、遊技球が通
過すると上記始動口の上記羽根部材を開放させるか否かの抽選をするための乱数を抽出す
るよう設定された作動ゲートと、通常の遊技状態では入球が不可能であり、遊技者にとっ
て有利な上記遊技状態で入球が可能となる大入賞口とを備えた弾球遊技機において、上記
遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通過可能な球通路を形成し、上
記球通路を、上記右隅の領域の上記ガイドレール沿いに設け、上記遊技領域の左隅上部の
発射口から強く発射された遊技球が進入し易いように構成し、上記球通路内あるいは上記
球通路の流下先には、流下する遊技球を受け、遊技球を上記作動ゲートまたは上記大入賞
口側の流下方向と、上記作動ゲートまたは上記大入賞口の反対側の流下方向とに振り分け
る振分部材を設け、さらに、上記装飾ケースに、上記遊技領域の中心よりも左側から上記
球通路へ連通する接続通路を設けたことを特徴とする（請求項２）。振分部材により、球
通路を通過する遊技球が必ず作動ゲートまたは上記大入賞口へ入球するとは限らず、入球
するか否といった遊技者の期待感やスリル感を高める。尚、振分け方向は上記２方向に限
らず、２つ以上の方向へ振り分ける構成としてもよい。
【００１１】
　遊技盤に設けられたガイドレールの内側の遊技領域に、画像表示装置と、開閉式の羽根
部材が付設され、遊技球が入球すると賞球を払い出すとともに遊技者にとって有利な遊技
状態にするか否かを抽選するための乱数を抽出するよう設定された始動口と、遊技球が通
過すると上記始動口の上記羽根部材を開放させるか否かの抽選をするための乱数を抽出す
るよう設定された作動ゲートと、通常の遊技状態では入球が不可能であり、遊技者にとっ
て有利な上記遊技状態で入球が可能となる大入賞口とを備えた弾球遊技機において、上記
遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通過可能な球通路を形成し、上
記球通路を、上記遊技領域に設けられた上記画像表示装置の外周を囲む装飾ケースと上記
ガイドレールとの間、または上記装飾ケースに形成し、上記遊技領域の左隅上部の発射口
から強く発射された遊技球が進入し易いように構成し、上記球通路内あるいは上記球通路
の流下先には、流下する遊技球を受け、遊技球を上記作動ゲートまたは上記大入賞口側の
流下方向と、上記作動ゲートまたは上記大入賞口の反対側の流下方向とに振り分ける振分
部材を設け、さらに、上記装飾ケースに、上記遊技領域の中心よりも左側から上記球通路
へ連通する接続通路を設ける（請求項３）。
【００１２】
　上記請求項１ないし３のいずれかに記載の弾球遊技機において、上記装飾ケースを、上
記画像表示装置の外周を囲むケース本体部と、該ケース本体部に隣接して配置される装飾
部とからなる分割構造とし、上記装飾部の単体形状を、他の機種の装飾部として共用しな
い非共用形状とし、上記ケース本体部の単体形状を、他の機種のケース本体部として共用
する共用形状に構成し、上記装飾部により少なくとも上記球通路の一部および上記接続通
路を形成したことを特徴とする（請求項４）。
【発明の効果】
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【００１５】
　請求項１の発明によれば、遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通
過可能な球通路を形成したので、遊技状態に応じて遊技球を発射する領域を変えることで
、遊技領域の右隅の領域へも遊技球を流下させて遊技領域を全体的に有効に活用でき、画
像表示装置が大型化しても躍動感のある遊技球の動きが制約されずに弾球遊技機の本来の
趣向を楽しむことができる。また右隅の球通路に作動ゲートや大入賞口を設けたので、不
当な釘調整を予防でき、作動ゲートや大入賞口への入球に関するゲーム性が向上して遊技
者のやる気や期待感を向上させる興趣の豊かな弾球遊技機を提供することができる。
　また、球通路を遊技領域に設けられた画像表示装置の外周を囲む装飾ケースとガイドレ
ールの間に設けたので、遊技球を強く発射（右打ち）することで、容易に球通路を通過さ
せることができ、作動ゲートまたは大入賞口へ入球させることができる。また球通路には
、通常遊技中では入球しても賞球がない作動ゲートまたは大入賞口を設けたので、遊技者
が球通路ばかり狙うといった右打ち集中がない。
　また、球通路を画像表示装置等の装飾ケースで構成したので構造簡素にできる。また装
飾ケースは成形品であるので遊技場側で装飾ケースの設置場所や形状が変更できないため
、通過確率を変化させることができず、遊技場側による不当な調整を防止できる。
　さらに、遊技領域の中央付近から球通路へ連通する接続通路を設けたので、遊技球を強
く発射しなくても、接続通路より球通路を経て作動ゲートまたは上記大入賞口へ入球する
ので、発射位置をほとんど変えずにすむ。
　請求項２の発明によれば、遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通
過可能な球通路を形成したので、遊技状態に応じて遊技球を発射する領域を変えることで
、遊技領域の右隅の領域へも遊技球を流下させて遊技領域を全体的に有効に活用でき、画
像表示装置が大型化しても躍動感のある遊技球の動きが制約されずに弾球遊技機の本来の
趣向を楽しむことができる。また右隅の球通路に作動ゲートや大入賞口を設けたので、不
当な釘調整を予防でき、作動ゲートや大入賞口への入球に関するゲーム性が向上して遊技
者のやる気や期待感を向上させる興趣の豊かな弾球遊技機を提供することができる。
　また、球通路を右隅の領域のガイドレール沿いに設けたので、遊技球を強く発射（右打
ち）することで、容易に球通路を通過させることができ、作動ゲートまたは大入賞口へ入
球させることができる。また球通路には、通常遊技中では入球しても賞球がない作動ゲー
トまたは大入賞口を設けたので、遊技者が球通路ばかり狙うといった右打ち集中がない。
　また、球通路に振分部材を設けたので、球通路を通過する遊技球が作動ゲートまたは上
記大入賞口へ入球するか否といった遊技者の期待感やスリル感を高めゲーム性が向上する
。
　さらに、遊技領域の中央付近から球通路へ連通する接続通路を設けたので、遊技球を強
く発射しなくても、接続通路より球通路を経て作動ゲートまたは上記大入賞口へ入球する
ので、発射位置をほとんど変えずにすむ。
　請求項３の発明によれば、遊技領域の右隅の領域に、他の領域から区画して遊技球が通
過可能な球通路を形成したので、遊技状態に応じて遊技球を発射する領域を変えることで
、遊技領域の右隅の領域へも遊技球を流下させて遊技領域を全体的に有効に活用でき、画
像表示装置が大型化しても躍動感のある遊技球の動きが制約されずに弾球遊技機の本来の
趣向を楽しむことができる。また右隅の球通路に作動ゲートや大入賞口を設けたので、不
当な釘調整を予防でき、作動ゲートや大入賞口への入球に関するゲーム性が向上して遊技
者のやる気や期待感を向上させる興趣の豊かな弾球遊技機を提供することができる。
　また、球通路を遊技領域に設けられた画像表示装置の外周を囲む装飾ケースとガイドレ
ールの間に設けたので、遊技球を強く発射（右打ち）することで、容易に球通路を通過さ
せることができ、作動ゲートまたは大入賞口へ入球させることができる。また球通路には
、通常遊技中では入球しても賞球がない作動ゲートまたは大入賞口を設けたので、遊技者
が球通路ばかり狙うといった右打ち集中がない。
　また、球通路を画像表示装置等の装飾ケースで構成したので構造簡素にできる。また装
飾ケースは成形品であるので遊技場側で装飾ケースの設置場所や形状が変更できないため
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、通過確率を変化させることができず、遊技場側による不当な調整を防止できる。
　また、球通路に振分部材を設けたので、球通路を通過する遊技球が作動ゲートまたは上
記大入賞口へ入球するか否といった遊技者の期待感やスリル感を高めゲーム性が向上する
。
　さらに、遊技領域の中央付近から球通路へ連通する接続通路を設けたので、遊技球を強
く発射しなくても、接続通路より球通路を経て作動ゲートまたは上記大入賞口へ入球する
ので、発射位置をほとんど変えずにすむ。
　請求項４の発明によれば、予め複数種類の装飾部を設けておき、複数種類の装飾部とケ
ース本体部を組み合わせることで、複数種類の新台が低コストに生産でき、頻繁に行われ
る新台入替えに対応する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の実施形態を説明する。図１に示すように、本発明を適用した弾球遊技機たるパ
チンコ機は長方形の外枠１１１と前面枠１１２とを有し、前面枠１１２は、左端上下のヒ
ンジ１１６により外枠１１１に対し水平方向に回動自在に取り付けられており、前面枠１
１２と一体化している各部をメンテナンス時等に手前側に開き出すことが可能である。遊
技機は、通常複数列レイアウトされる遊技機設置島に外枠１１１にて取り付けられ、プリ
ペードカードユニットと交互に配置される。
【００１７】
　前面枠１１２の内側には、前面枠１１２の高さ方向の上側略２／３の大きさをカバーす
る金枠１１３が取り付けられ、金枠１１３の左側を支軸にして金枠１１３の内周を縁取る
ガラス枠１１４が開閉可能に蝶着される。ガラス枠１１４にはガラス板１１５が二重に装
填されている。ガラス板１１５の奥側で前面枠１１２の内側には遊技盤２１が収納され、
ガラス板１１５を挟んで遊技者と対向するようになっている。
【００１８】
　前面枠１１２の内側にはまた、金枠１１３の下方にバスタブ状の上皿１２１と下皿１２
４とが手前側に突出して設けられている。上皿１２１の本体部にはエボナイド等の汚れの
つきにくいものが用いられる。上皿１２１の側面には賞球の払出し用等の排球出口１２２
が開口している。
【００１９】
　上皿１２１は左右に手前に膨出する膨出部を有し、左側の膨出部の頂部には、上記プリ
ペードカードユニットに挿入されたプリペードカードの残高を表示する残高表示部１３３
、遊技球の貸し出しを受ける場合に押下する球貸し釦１３１および精算する場合の精算釦
１３２が設けられている。
【００２０】
　下皿１２４は側面に溢れ球排球出口１２５が開口しており、上皿１２１満杯時の溢れ球
が流入するとともに発射し損ねた戻り球の球出口となっている。また、遊技者が上皿球抜
きレバー１２３を操作することにより溢れ球排球出口１２５を介して上皿１２１と連通す
るようになっており、上皿１２１の遊技球を下皿１２４に移動することが可能である。ま
た、下皿１２４が遊技球で満杯となった時には、下皿球抜きレバー１２６の操作により下
皿１２４の底面が開口して下皿１２４の下方に排出可能であり、遊技球を別箱に移すこと
ができる。
【００２１】
　下皿１２４の右側には発射ハンドル１４１が設けられている。発射ハンドル１４１は、
手前側に突出して取り付けられたグリップ部１４２の外周にリング状の回動リング１４３
を同軸に設けてなり、遊技者が回動リング１４３を時計方向に回動すれば、上皿１２１か
ら供給される遊技球を遊技盤２１の盤面上に発射することができる。
【００２２】
　図２は本パチンコ機の遊技盤２１を示し、遊技盤２１の盤面上には、盤面上を略円形に
縁取る帯状のガイドレール２２，２３が設けてあり、ガイドレール２２，２３により略円
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形の遊技領域２０が形成してある。ガイドレール２２，２３は図面左側の一部が互いに間
隔をおいて対向する二重の壁面構造をなし、図略の遊技球発射装置からの遊技球を案内す
る通路状の遊技球発射部２２１を構成している。発射ハンドル１４１の操作で遊技球が外
側のガイドレール２２に沿って発射され、遊技領域内２０に入る。この遊技領域２０の中
央には大型の画像表示装置３０が設けられている。
【００２３】
　画像表示装置３０には、演出図柄表示装置３１を中心に、演出図柄表示装置３１の外周
を装飾するセンターケース４０を備えている。センターケース４０は合成樹脂の成形品か
らなり、演出図柄表示装置３１を囲む枠状のケース本体部４１と、ケース本体部４１の上
枠部と右側枠部に沿う装飾部４２とで構成している。ケース本体部４１は遊技盤２１の盤
面中央に設けられた取付開口部に嵌合固定してあり、ケース本体４１の中央の表示窓より
遊技盤２１の背面側に設置した演出図柄表示装置３１の表示面が臨ませてある。ケース本
体部４１には、上枠部の図面左寄りの位置に普通図柄保留記憶ＬＥＤ３２が設けてある。
左側枠部には普通図柄表示装置３３が設けてある。下枠部には、図面左寄りの位置に特別
図柄表示装置３４が、幅方向中央に特別図柄保留記憶ＬＥＤ３５がそれぞれ設けてある。
【００２４】
　ケース本体部４１の上枠部に対応する装飾部４２の上辺ではその右半部が半円形状に上
方かつ右斜め方向へ膨出して広幅に形成してあり、これと連続する装飾部４２の右辺部は
右方向へ膨出して広幅に形成してある。これら装飾部４２の上辺右半部および右辺部には
本パチンコ機のモチーフとなるキャラクタがデザインされている。装飾部４２は立体的な
造形物であり、装飾部４２の側面が遊技盤２１から立ち上がる壁面を構成して、遊技球の
流下を案内する。
【００２５】
　そして、装飾部４２の上辺右半部および右辺部の右側面はガイドレール２２，２３と所
定の間隔をおいて近接対向しており、これら装飾部４２の上記右側面とガイドレール２２
，２３との間に、遊技領域２０の右隅の領域に他の領域とは区画された右サイド通路２５
が形成してある。右サイド通路２５の入口は、遊技領域２０の上部左隅に位置する遊技球
発射口２２１と対向して上部右隅に設けてあり、かつ開口幅を広めに形成してあり、右サ
イド通路２５へは遊技球発射口２２１の発射口から強く発射された遊技球を通過させるよ
うにしてある。
【００２６】
　右サイド通路２５は、装飾部４２の右側面およびガイドレール２２，２３の形状に応じ
て入口から徐々に通路幅が狭くしてあり、最狭幅部では少なくとも１個の遊技球が通過可
能な幅にしてある。そして、通路出口では通路幅が若干広めにしてあり、通路出口には、
右サイド通路２５を流下する遊技球を通過させる普通図柄作動ゲート５１が設置してある
。
【００２７】
　普通図柄作動ゲート５１は遊技球が通過すると、後述の始動口５２を開放するか否かを
抽選する乱数を抽出するものである。尚、普通図柄作動ゲート５１は遊技球が通過しても
賞球が払い出されない。また通過した遊技球はその後、ガイドレール２３の案内により遊
技領域２０下端のアウト口５９へ取り込まれる。
【００２８】
　また装飾部４２には、上辺の左右方向の中央よりも左側で、遊技領域２０の幅方向左側
の位置に遊技球が進入可能な入口２６１を備え、入口２６１から緩やかに斜め右下方へ向
かって上記上辺右半部を貫通するとともに、下方へ屈曲して上記右辺部を縦方向に貫通し
て遊技球を上記右サイド通路２５の出口付近へ案内する接続通路２６が形成してある。接
続通路２６の出口は、右サイド通路２５の出口に設置された普通図柄作動ゲート５１より
も上方位置で、装飾部４２の上記右側面に下端に設けて右サイド通路２５の出口付近に連
通してある。
【００２９】
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　また、接続通路２６は、上記右辺部側の通路端末が、右サイド通路２５の出口側（図面
右方向）と、反対の遊技盤２１中央下部側（図面左方向）に分岐してあり、分岐点には上
記いずれかの方向へ遊技球を振り分ける振分体２７が設置してある。振分体２７は、電動
モーターにより常に低速で一定方向（例えば矢印で示す時計方向）に回転する円盤の盤面
に、盤面の径方向に延びる案内板２７１が立設してある。円盤の回転により、案内板２７
１が右下がりの傾斜姿勢となったとき、接続通路２６を流下する遊技球が案内板２７１に
沿って右サイド通路２５へ振り分けられ、左下がりの傾斜姿勢となったとき遊技球が反対
側の始動口５２の上方へ振り分けられる。
【００３０】
　画像表示装置３０の中央直下位置には、始動口５２が設けてある。始動口５２は、開閉
可能な左右一対の羽根部材を備えた電動チューリップである。両羽根部材はソレノイドで
駆動する。始動口５２は遊技球が入球すると、所定数の賞球が払い出され（例えば４個）
、かつ遊技者にとって有利な特別遊技に移行するか否かを抽選する乱数を抽出し、特別図
柄表示装置３３および演出図柄表示装置３１を変動させるものである。
【００３１】
　始動口５２の左右両側位置にはそれぞれ、普通の入賞口５３，５３が設けてある。各入
賞口へ入球すると所定数の賞球が払い出される（例えば１０個）。始動口５２の直下位置
には大入賞口５４が設けられる。大入賞口５４は、アタッカー扉が電動で作動して幅広の
入球口を開閉し、上記特別遊技に移行すると開放し、多くの入賞を見込むことができる。
【００３２】
　画像表示装置３０、始動口５２、普通の入賞口５３，５３および大入賞口５４の周辺に
は多数の遊技釘や風車等が設けてある。
【００３３】
　図３はパチンコ機の電気的構成を示すブロック図で、主制御装置６１は、遊技制御プロ
グラムを記憶したＲＯＭおよび演算等の作業領域として働くＲＡＭを内蔵したワンチップ
マイコンを中心とした論理演算回路として構成され、各装置や基板類３３，３４，６２，
６６、各種スイッチ類７１１～７１８，７３６，７５１および各種アクチュエータ類７１
９～７２１，７３６との入出力を行うための外部入出力回路も設けられている。
【００３４】
　主制御装置６１が信号入力を受ける各種スイッチ類７１１～７１８について説明する。
満タンスイッチ７１１は下皿１２４内に設けられた圧力センサであり、下皿１２４が遊技
球で満タン状態になったことを検知する。玉切れスイッチ７１２は図略の球タンクに設け
られた圧力センサであり、球タンク内に遊技球が不足していることを検知する。
【００３５】
　始動口スイッチ７１３は始動口５２内に、普通図柄始動スイッチ７１４は普通図柄作動
ゲート５１内に設けられ、それぞれ遊技球を検知する。始動口５２に入球すると主制御装
置６１は特別画像表示装置３４およびサブ統合基板６６に、大当りか否かを表示すること
を要求する指令コマンドを送信する。
【００３６】
　また、Ｖスイッチ７１５は大入賞口５４内に設けられ、入賞した遊技球が特別領域を通
過したことを検知する。カウントスイッチ７１６は大入賞口５４内に入賞するすべての遊
技球を検知する。
【００３７】
　賞球払い出しスイッチ７１７は払出制御装置６２から払い出される賞球をカウントする
。カウント信号は払出制御装置６２へも送信される。各普通入賞口スイッチ７１８は各普
通入賞口５３に入賞した遊技球を検知する。
【００３８】
　主制御装置６１により駆動されるアクチュエータ類７１９～７２１，７３６について説
明する。大入賞口ソレノイド７１９は大入賞口５４のアタッカー扉の開閉に、Ｖソレノイ
ド７２０は大入賞口５４内の上記特別領域の開閉に、普通役物ソレノイド７２１は始動口
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５２の羽根部材の開閉にそれぞれ使用される。アタッカー扉は、基本的な開放時間（通常
２０秒）が設定されており、該開放時間がカウントアップする前に、カウントスイッチ７
１６により検知される遊技球の数が所定数（通常、１０個）に達すると閉鎖する。振分体
モーター７３６は振分体２７の円盤の回転に用いられ、常時回転させる。
【００３９】
　払出制御装置６２は１チップマイクロコンピュータを用いた論理演算回路として構成さ
れたもので、主制御装置６１と双方向通信を行い、主制御装置６１からの制御コマンドに
従って入賞があった場合に賞球モータ７２２を作動せしめて賞球の払い出しの制御を行う
とともに、プリペードカードユニット７２３およびＣＲ精算表示装置７２４と双方向通信
を行い、球貸しソレノイド７２５を駆動して貸し球の供給の制御を行う。貸球の数は球貸
しセンサ７３６の出力に基づいてカウントされる。ＣＲ精算表示装置７２４は上記上皿１
２１の押し釦１３２，１３３および残高表示部１３１形成位置に内蔵され、球貸し釦１３
２の押下でオンする球貸しスイッチ、精算釦１３３の押下でオンする精算スイッチおよび
残高表示部１３１における数値表示用のＬＥＤから構成されている。
【００４０】
　発射制御装置６３は、遊技者が操作する発射ハンドルの回動量を検知する回動量センサ
（図４中、発射ハンドル）７２６の検知量に応じて図示しない発射装置を構成する発射モ
ータ７２７を駆動制御するもので、１チップマイコンからなる。発射制御装置６３は、払
出制御装置６２と、払出制御装置６２からの送信のみが許容される一方向通信を行う。発
射制御装置６３には発射停止スイッチ７２７が接続され、遊技者により操作されると発射
を一時的に停止せしめるようになっている。また、タッチスイッチ７２８は発射ハンドル
１４１に内蔵されて、遊技者が発射ハンドル１４１に触れているか否かを検知するもので
、弾球遊技機が稼働中か否かが知られる。
【００４１】
　サブ統合基板６６は、主制御装置６１からの指令を受けてこの指令を演出図柄制御装置
６４および演出図柄表示装置３１に中継するとともに、１チップマイコンとランプ出力用
のＩＣチップからなるランプ制御装置を有し、これにより特別図柄保留記憶ＬＥＤ３５や
普通図柄保留記憶ＬＥＤ３２の他、装飾用等の各種のランプ類７３３のランプ制御を行う
。
【００４２】
　またサブ統合基板６６は多数の音声データを記憶したマスクＲＯＭ内蔵の１チップマイ
コンと、これにより制御される音源ＩＣおよびアンプ等からなる音声制御装置を備えてお
り、これにより主制御装置６１および演出図柄制御装置６４からの指令を受けて、録音し
た音源をフレーズに組み立てスピーカ７３５を駆動する音声制御を行う。
【００４３】
　演出図柄制御装置６４は１チップマイコン等を中心に構成され、サブ統合基板６６を経
由した主制御装置６１の指令に基づいて演出図柄表示装置３１の図柄を制御する。
【００４４】
　主制御装置６１の通信の構成はインバータ回路やラッチ回路を用いて構成される。
【００４５】
　また、主制御装置６１は、盤用外部接続端子７４１を介して、遊技場内の弾球遊技機全
体を管理するホールコンピュータ１ｃと接続され、ホールコンピュータに賞球の払い出し
数等の種々の遊技情報を送信するようになっている。また、試験信号端子７４２と接続さ
れ、弾球遊技機を所定の状態として、故障の解析などを行うことができる。更に、ガラス
枠１１４の開閉状態を検知する扉開放スイッチ７５１が接続され、ガラス枠１１４が開放
されると、これを遊技場側に知らせるようになっている。各装置６１，６２，６３，６４
，６６等には、ＡＣ２４Ｖ電圧を整流する電源基板６７より定電圧が供給される。
【００４６】
　本パチンコ機は、普通図柄作動ゲート５１を遊技球が通過すると、抽出された乱数に基
づいて普通図柄表示装置３３を変動し、乱数が予め設定された数値であれば、普通図柄表
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示装置３３で当たりを表示して始動口５２を所定の時間開放する。始動口５２に遊技球が
入球すると、抽出された乱数に基づいて特別図柄表示装置３４および演出図柄表示装置３
１の図柄を変動し、乱数が予め設定された数値であれば特別図柄表示装置３４および演出
図柄表示装置３１に大当たり図柄を停止表示し、大当りとなって大入賞口５４が開放して
多数の賞球を獲得できる。
【００４７】
　本パチンコ機は表１に示すように、大当り状態（遊技者に有利な状態）以外に通常確率
状態、時間短縮状態および高確率状態の設定がある。上記状態の移行方法は、パチンコ機
の電源が投入されると通常確率状態になり、該通常確率状態にて、通常図柄で大当りする
と大当り遊技終了後に時間短縮状態になる。時間短縮状態は特別図柄の抽選を１００回行
うと終了し通常確率状態に戻る。通常確率状態時に確変図柄で大当たりすると大当り遊技
終了後から次の大当りが発生するまで高確率状態となる。尚、時間短縮状態、高確率状態
にて確変図柄で大当たりすると大当り遊技終了後に高確率状態になり、時間短縮状態、高
確率状態にて通常図柄で大当たりすると大当り遊技終了後に時間短縮状態になる（時間短
縮状態で通常図柄で大当たりした場合は大当り遊技終了後、残りの抽選回数に関係なく１
００回の特別図柄の抽選が終了するまで継続される。）。時間短縮状態および高確率状態
では、始動口５２の開放時間を延長するように設定してある。何れの状態においても、普
通図柄作動ゲート５１を遊技球が通過しても賞球の払い出しはなされない。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
　また本パチンコ機は、普通図柄表示装置３３と特別図柄表示装置３４、および演出図柄
表示装置３１を備え、各表示装置により普通図柄、特別図柄、および特別図柄の疑似表示
である演出図柄を表示する。普通図柄表示装置３３と特別図柄表示装置３４は主制御装置
６１により制御せしめ、演出図柄表示装置３１は演出図柄制御装置６４で制御せしめる。
演出図柄は特別図柄の表示に同期して、特別図柄の変動が始まれば演出図柄も変動し、特
別図柄が停止すれば演出図柄も停止する。しかし、特別図柄が変動開始からほぼ一定の高
速変動を停止するまで継続するのに対して、演出図柄は変動開始時に高速変動するがその
後変動速度を変化させ、仮停止（揺れ変動）などの演出を行って停止する。また、特別図
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柄の表示を小さくし、これに対して演出図柄の表示を大きくして演出図柄を目立たせるよ
うにして、遊技者が特別図柄でなく演出図柄を見ながら遊技を行うようにしている。
【００５０】
　本パチンコ機によれば、遊技領域２０の右隅に右サイド通路２５を形成し、その流下先
に普通図柄作動ゲート５１を配置したので、遊技球を強く発射（右打ち）することで確実
に普通図柄作動ゲート５１を通過させることができ、例えば、時短状態や高確率状態のと
きに普通図柄作動ゲート５１を狙って始動口５１の長い開放を得るといったチャンスを有
効にできる。また、通常、遊技者は始動口５２へ入球させるために図２の矢印Ｓあたりか
ら遊技領域２０の左側を狙って遊技球を発射（通常打ち）するが、この通常打ちをしてい
るときにも接続通路２６へ遊技球が入球し、接続通路２６を通って遊技球が右サイド通路
２５の出口付近へ流下され、普通図柄作動ゲート５１を通過させることが可能である。つ
まり普通図柄作動ゲート５１を遊技領域２０の右隅で、他の領域から区画して形成された
右サイド通路２５内に設けたにも関わらず、通常打ちをしていても普通図柄作動ゲート５
１を遊技球が通過できるようになっている。また、接続通路２６に入った遊技球は全て右
サイド通路２５側へ流下されるのではなく、振分体２７によって始動口５２および普通入
賞口５３側へ振り分けられることがあり、遊技者は接続通路を狙って接続通路２６に遊技
球が入ることを望む。このように、通常打ちでも接続通路２６を通ることで普通図柄作動
ゲート５１への入球が可能となり、更には接続通路２６を通る遊技球は振分体２７により
振り分けられて始動口５２へも入球可能となるので、ゲーム性が高く遊技者の期待感やス
リル感を向上して興趣の豊かな遊技を展開することができる。また従来ではあまり使われ
ていない遊技領域２０の右隅に遊技球を流下させて遊技領域２０を全体的に有効に活用す
ることで、遊技球の躍動感の高い遊技を展開できる。
【００５１】
　弾球遊技では何らかの原因（遊技球の汚れや発射装置やレール類の設置のブレ等）によ
り、遊技球の発射位置が、発射ハンドルの操作を一定としていても、突然に今までとは異
なる位置へ発射されてしまう現象（スランプ現象）が発生し、発射位置の狙いが定まらな
くなる。時間短縮状態や高確率状態のときに上記スランプ現象が発生すると、せっかく遊
技者にとって好機な状態にも係わらず狙いがそれて思いがけず無駄に球を消費してしまう
。この場合に右打ちして右サイド通路２５に狙いを変えることで、遊技球を普通図柄作動
ゲート５１に入球させ、普通図柄の保留記憶を増やすなど有効にできる。
【００５２】
　尚、右打ちにより右サイド通路２５に遊技球を通過させても、遊技球は普通図柄作動ゲ
ート５１を通ってアウト口５９に取り込まれ、賞球の払い出しを行わない。従って、賞球
を得るためには、遊技者は上記通常打ちして始動口５２や普通入賞口５３等へ入球させな
ければならず、遊技者に集中的に右打ちばかりさせず、遊技領域２０全体を活用させる。
【００５３】
　右サイド通路２５を形成するガイドレール２２，２３やセンターケース４０は、成形品
であるので大きく設置場所や形状が遊技場側で変更できないため、普通図柄作動ゲート５
１への通過確率を大きく変化させることができない。普通図柄作動ゲート５１を右サイド
通路２５の出口に配置したので、普通図柄作動ゲート５１への入球を阻害するような不当
な遊技釘の調整を予防できる。
【００５４】
　一般に不当な遊技釘の調整が一番多く行われるところは始動口５２付近であるが、上述
したように始動口５２に遊技球が入球すると賞球が払い出されるので、始動口５２を右サ
イト通路２５内または右サイド通路２５の流下先に配置してはならない。これは始動口に
限らず、右サイト通路２５内または右サイド通路２５の流下先に賞球が払い出されるもの
を配置すると遊技者は右打ちで容易に賞球を増やすことができるので遊技として成立しな
い。ところで始動口５２の遊技釘が不当に調整されている場合、遊技者は直ぐに不当に釘
調整であること分かり遊技を止めることができ、遊技者に大きな損失を与えることはない
。本発明は遊技者が気付き難く、気付いた時には大きな損失を与える入賞口や通過ゲート
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類の付近の不当な遊技釘調整を防止することが目的であるりその効果を発揮できる。尚、
通常遊技状態では、表１に示したように、普通図柄の変動時間が長く普通図柄が当たって
もほんの僅かな時間しか始動口５２の羽根部材が開放されないため、遊技者は通常遊技状
態で普通図柄作動ゲート５１への遊技の通過にはほとんど関心をもたないので、通常遊技
状態での右打ち集中もない。
【００５５】
　図４は本発明の第２の実施形態を示す。第２の実施形態の基本構造は第１の実施形態の
それとほぼ同じで、相違点を中心に説明し、図において同一部材は同一符号しめし、これ
らの説明を省略する。遊技領域２０の右隅下部には、右サイド通路２５の出口と普通図柄
作動ゲート５１との間にクル－ン（振分部材）５５が配置してある。クルーン５５は、右
サイド通路２５を流下する遊技球を受ける容器状の円盤体５５０で構成してあり、円盤体
５５０の中心付近に遊技球を下方へ通過させる２つの通過穴５５１，５５２が並設してあ
る。一方の通過穴５５１（右側）は普通図柄作動ゲート５１の直上の対向位置に配置して
あり、通過穴５５１を通過した遊技球が普通図柄作動ゲート５１を通るようにしてある。
他方の通過穴５５２（左側）は普通図柄作動ゲート５１と非対向位置に配置してあり、こ
れを通過した遊技球はアウト口５９へ取り込まれるようにしてある。普通図柄作動ゲート
５１を通過した遊技球もアウト口５９へ取り込まれる。クル－ン５５の上には右サイド通
路２５を流下する遊技球のみを受けるように遊技釘等で規制してある。
【００５６】
　第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様に興趣が豊かで見た目にも遊技球の躍
動感が高い遊技を展開できるといった作用効果が得られ、更に右サイド通路２５を流下す
る遊技球をクルーン５５により受け、普通図柄作動ゲート５１とその反対側とへ振り分け
るので、右サイド通路２５を通過した遊技球が確実に普通図柄作動ゲート５１を通過する
とは限らず、ゲーム性が向上しスリル感を演出できる。また右打ちしても普通図柄作動ゲ
ート５１への入球率が下がる可能性があるので、より右打ち集中をさせない効果を奏する
。
【００５７】
　図５は本発明の第３の実施形態を示す。第３の実施形態の基本構造は第１の実施形態の
それとほぼ同じで、相違点としては、普通図柄作動ゲート５１を画像表示装置３０の左側
位置に配置するとともに、右サイド通路２５の下方位置に、右サイド通路２５を流下する
遊技球を入球可能なように大入賞口５４を配置してある。尚、大入賞口５４は通常遊技で
は閉じており、この場合、右サイド通路２５を通過する遊技球はアウト口５９へ取り込ま
れる。大当りとなって大入賞口５４が開放すると、右サイド通路２５を通過する全ての遊
技球が大入賞口５４へ入球する。
【００５８】
　第３の実施形態によれば、第１の実施形態と同様な作用効果が得られ、大入賞口５４へ
の入球を阻害するような不当な遊技釘の調整を予防できる。尚、大入賞口５４を右サイド
通路２５内に設けてもよい。
【００５９】
　図６は本発明の第４の実施形態を示す。第４の実施形態は第２の実施形態と第３の実施
形態とを組み合わせた構造で、右サイド通路２５の流下先にクルーン５５を配置し、クル
ーン５５の一方の通過穴５５１に対向してその直下位置に普通図柄作動ゲート５１を配置
するとともに、他方の通過穴５５２に対向してその直下位置に大入賞口５４を配置してあ
る。
【００６０】
　第４の実施形態によれば、第１の実施形態と同様な作用効果が得られ、通常遊技中には
右打ちして普通図柄作動ゲート５１を狙っても、クルーン５５の振り分けにより普通図柄
作動ゲート５１へ入球するか否かといったスリル感があり、大当り中には大入賞口５４へ
如何に多くの入球が有るかといったスリル感があり、よりゲーム性の高い遊技を提供する
ことができる。尚、上述したように、普通図柄作動ゲート５１を右サイド通路２５内ある
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いは右サイド通路２５の流下先に設けても、接続通路２６を設けることで通常打ちで普通
図柄作動ゲート５１を遊技球が通過可能となっているが、第４の実施形態では、より通常
の打ち方で普通図柄作動ゲート５１を通過させるように、遊技領域の左側位置に別に普通
図柄作動ゲート５１を備えている。
【００６１】
　第１ないし第４の実施形態において、右サイド通路２５を狙って遊技球を発射したとき
、遊技球が右サイド通路２５の入口付近のセンターケース４０の周面に勢いよく当たるお
それがあり、図６に示したように、センターケース４０の破損防止のために右サイド通路
２５の入口付近のセンターケース４０沿いに複数の遊技釘からなる破損防止部２９を設置
することが望ましい。
【００６２】
　次に図７、図８に基づいて本発明の第５の実施形態を説明する。第１ないし第４の実施
形態で用いたセンターケース４０を、図７（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、ケース本体
部４１と装飾部４２とをそれぞれ個別に成形して分割構造とし、これら４１，４２を組付
けるようにする。また、図７（ｄ）に示すように、装飾品４２に対してこれとは別にモチ
ーフの異なるキャラクタをデザインした他の装飾部４２ａを成形しておき、図７（ｂ）（
ｄ）（ｅ）に示すように、ケース本体部４１を共通にしてこれと他の装飾部４２ａとを組
み合わせ、図８に示すように、第１ないし第４の実施形態の遊技盤２１とはモチーフの異
なるキャラクタをデザインした他の遊技盤２１ａを生産する。
【００６３】
　尚、他の装飾部４２ａにも接続通路２６を形成しておく。他の装飾部４２ａは右辺部側
の通路内に複数の案内板２６１が突設してあり、通路内を遊技球が蛇行しながら流下する
ようにしてある。また右辺部側の通路端末には山形の振分体２７ａが設けてあり、山形の
振分体２７ａにより通路内を流下する遊技球を右側の右サイド通路２５の出口側、または
左側の始動口５２側へ振り分ける。
【００６４】
　ケース本体部４１はほぼ左右対称な形状としてあり、装飾部４２，４２ａと組合わせな
くてもケース本体部４１を単体で使用し、新しいパチンコ機の機種を構成することができ
る。またケース本体部４１には特別図柄表示装置３４、普通図柄表示装置３３、特別図柄
保留記憶ＬＥＤ３５，普通図柄保留記憶ＬＥＤ３２が設置可能な構成としてあり、新しい
機種を製作する際、同じケース本体部用の金型を使用でき、新しい機種で上記図柄表示装
置３４，３３や保留記憶ＬＥＤ３５，３２の設置場所を設けずにすむ。更に新しい機種で
も上記図柄表示装置３４，３３用の表示器たる７セグメントＬＥＤや保留記憶ＬＥＤ３５
，３２用のＬＥＤとして同じタイプの部品を使用できるので、部品在庫の種類を増やさず
にすむ。更に上記図柄表示装置３４，３３や保留記憶ＬＥＤ３５，３２用の配線の長さ等
も変えずにすみ経済的である。
【００６５】
　第５の実施形態によれば、キャラクタデザインの異なる複数種類の遊技盤２１を生産す
る際に、ケース本体部４１を共通にしたので、その分、ケース本体部４１の成形金型を共
用することができ、生産コストを下げることができる。従ってパチンコ機の価格が安くな
り、新台入れ替えの頻繁な遊技場の経済的な負担を軽減できる。
【００６６】
　また、図９に示すように、キャラクタデザインに無関係な装飾部の一部４２０をケース
本体部４１と一体に成形し、異なるキャラクタをデザインした個別の装飾部４２，４２ａ
を組み合わせるようにしてもよい。更に図１０に示すように、キャラクタデザインの異な
る各装飾部４２，４２ａの上辺部４２１，４２２と右辺部４２３，４２４とを個別に成形
した分割構造とし（図１０（ａ）（ｂ））、各装飾部４２，４２ａの上辺部４２１，４２
２と右辺部４２３，４２４との組み合わせを変更してもよい（図１０（ｃ）。これらによ
れば、抵コストで多種類の遊技盤を生産できる。
【００６７】
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　尚、上述の実施形態はいずれも例示であって本発明の範囲を限定するものではなく、本
発明の範囲には上述の実施形態を様々に変形、変更したものも含まれる。図略ではあるが
、例えば、装飾部とガイドレールとで右サイド通路を形成することに限らず、装飾部をガ
イドレールに密接するように形成するとともに、装飾部の表面に右サイド通路を形成する
ようにしてもよい。また右サイド通路の振分部材および接続通路の振分体としてクルーン
や回転式のものに限らず、遊技球を振り分ける構成ならどのような構成でもよい。上述の
実施形態ではセンタケースをケース本体と装飾部とで構成したが、ケース本体と装飾部の
背面側にケース本体と装飾部を組付ける台板を設けて、ケース本体と装飾部および台板で
センタケースを構成してもよい。上述の第２の実施形態にも第４の実施形態同様に、画像
表示装置の左側位置に別に普通図柄作動ゲートを設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の弾球遊技機を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の遊技盤を示す正面図である。
【図３】本発明の弾球遊技機の電気的の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第２の実施形態の遊技盤を示す正面図である。
【図５】本発明の第３の実施形態の遊技盤を示す正面図である。
【図６】本発明の第４の実施形態の遊技盤を示す正面図である。
【図７】本発明の第５の実施形態によりセンターケースの構成を示す説明図である。
【図８】上記第５の実施形態の遊技盤を示す正面図である。
【図９】上記第５の実施形態の他のセンターケースの構成を示す説明図である。
【図１０】上記第５の実施形態の更に他のセンターケースの構成を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６９】
　２０　遊技領域
　２１　遊技盤
　２２，２３　ガイドレール
　２２１　発射口
　２５　球通路
　２６　接続通路
　３０　画像表示装置
　４０　センターケース（装飾ケース）
　４１　ケース本体部
　４２　装飾部
　５１　普通図柄作動ゲート（作動ゲート）
　５２　始動口
　５４　大入賞口
　５５　クルーン（振分部材）
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